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これまでの検討状況

１．検討状況の振返り

 Ｒ４年度末時点においてコミュニティバス等の基本方針について「現行ガイドラインを継続」する旨を確認

 判断指標（収支率等）の検討並びに、本編の修正作業を実施
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２．再構築ガイドライン（仮）の策定について

地域交通全体のあり方の検討
• 廃止路線への対応や交通空白地区等解消
の方針

• 地域特性に応じた交通モードの検討
• 運行情報等のデータベース化

路線バス廃止に対する対
応をプロセスとして整理

バス利用者数の減少
担い手不足の深刻化
路線バスの廃止

交通課題の急速な顕在化

再構築ガイドライン（仮）策定
• 交通空白地区等解消プロセス
• 廃止路線対応プロセス
• 交通モード選定ルール

策定検討の背景
 コロナ「５類」移行後もバス利用者数は、コロナ以前を下回る水準で推移

 「2024年問題」により、担い手不足が深刻化

 路線バスの廃止等の影響が顕在化、地域交通を取り巻く環境の急速な悪化が全国的な課題

 コミュニティバス等による交通空白地区等の解消のみならず、廃止路線バスへの対応も含めた地域交通全体を見据えた検討が必要

 さいたま市総合都市交通体系マスタープラン基本計画のＲ７年度改定に向けて検討を開始

 さいたま市議会において、「超高齢社会に向けた公共交通の在り方検討特別委員会」を設置
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検討スケジュール

 Ｒ７年度中に策定、Ｒ８年度から運用開始

令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度

コミュニティバス等
導入ガイドライン

再構築ガイドライン
（仮）

運用開始

廃止に対する対応を整理

現状分析・廃止影響分析
地域交通全体のあり方検討

素案策定
市民意見聴取
本編策定

コミュニティバス等の
基本方針決定

収支率については参考値として扱う記載内容、図表の時点修正

統合
現行ガイドラインに則り新規導入・運行改善実施

⇒廃止路線への対応や収支率が満たないコミュニティバス等の代替交通モード導入ステップ等を包含した再構築ガイドライン（仮）を策定

⇒コミュニティバス等導入ガイドラインを再構築ガイドライン（仮）へ統合

現状分析



３．現行ガイドライン等の取扱いについて

コミュニティバス・乗合タクシー
 Ｒ６・７年度の収支率等は参考値とする

 実証運行の期間はＲ８年３月31日まで延長する

 運行改善は必要に応じてできるものとする 5

コミュニティバス等導入ガイドライン
 Ｒ７末策定予定の再構築ガイドライン（仮）へ統合

 Ｈ29の改定から約６年経過、再構築ガイドライン（仮）策定までも時間を要すため、運用上影響のある箇所の文言等のみ時点修正を実施

修正イメージ

表記修正、表現の統一等 検討対象地域の修正
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現状分析事例①

岡山市総合交通計画（H30.9 岡山市）
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第二次山口市市民交通計画中間見直し資料（R5.5 山口市）

現状分析事例②

第２回札幌市公共交通協議会説明資料（R5.3 札幌市）



議決事項

２.コミュニティバス・乗合タクシーの取扱い

 Ｒ６・７年度の収支率等は参考値とする

 実証運行の期間はＲ８年３月31日まで延長する

 運行改善は必要に応じてできるものとする
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１.コミュニティバス等導入ガイドラインの取扱い

 Ｒ７末策定予定の再構築ガイドライン（仮）へ統合

 Ｈ29の改定から約６年経過、再構築ガイドライン策定までも時間を要すため、
運用上影響のある箇所の文言等のみ時点修正を実施


